
上記の者は、水道メーター検針業務従事者であることを証する。

播磨高原広域事務組合
　管理者　　　　　　　　印

１ 本証は、水道メーター検針業務を行う場合は必ず携帯しなければならない。

２ 本証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 本証の有効期限が満了し、又は委託契約を解除したときは、直ちに返納

しなければならない。

４ 本証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

様式第３号

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

受注会社住所

（表）

（裏）

播磨高原広域事務組合水道メーター検針業務従事者証明書

有 効 期 限

№

　　　年　　　月　　　日　生

受 注 会 社 名

従 事 者 氏 名

生 年 月 日


